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国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月10日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月31日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 5月31日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 5月31日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合）� 5月31日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 5月31日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付�
� 都道府県の条例で定める日

5 2019

すまい給付金　消費税率８％への引上げ時に住宅取得者の負担緩和のため創設された給
付措置。収入により給付額が変わる仕組みとなっていて、消費税率８％では収入額の目
安が510万円以下の人を対象に最大30万円が給付されていますが、10月からの税率10%へ
の引上げ後は収入額の目安が775万円以下の人を対象に最大50万円に拡大されます。

ワン
ポイント

クレマチス

◆  5 月 の 税 務 と 労 務 5月 （皐月）MAY
1日・天皇の即位の日　2日・国民の休日　3日・憲法記念日
4日・みどりの日　5日・こどもの日　6日・振替休日
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今
年
四
月
よ
り
、
労
働
基
準
法
に

基
づ
く
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
が
改

正
施
行
さ
れ
、
よ
り
柔
軟
性
の
高
い

制
度
へ
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
子
育
て
や
介
護
、
自
己

啓
発
な
ど
様
々
な
生
活
上
の
ニ
ー
ズ

と
仕
事
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
、
効

率
的
な
働
き
方
を
一
層
可
能
に
す
る

た
め
に
、
働
き
方
改
革
の
一
環
と
し

て
見
直
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

今
回
は
、
制
度
概
要
と
改
正
の
ポ

イ
ン
ト
等
を
ご
説
明
し
ま
す
。

一
　
概
要
と
実
施
要
件

㈠
　
制
度
概
要

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、
一
定

の
期
間
（「
清
算
期
間
」
と
い
い
ま

す
）
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た

総
労
働
時
間
の
範
囲
内
で
、
労
働
者

が
日
々
の
始
業
・
終
業
時
刻
、
労
働

時
間
を
自
ら
決
め
る
こ
と
の
で
き
る

制
度
で
す
。

㈡
　
就
業
規
則
等
の
定
め

　

就
業
規
則
（
労
働
者
数
が
十
人
未

満
で
あ
っ
て
、
就
業
規
則
の
作
成
義

務
が
な
い
事
業
場
は
、
就
業
規
則
に

準
ず
る
も
の
）
に
、「
始
業
お
よ
び
終

業
時
刻
を
労
働
者
の
決
定
に
委
ね
る
」

こ
と
を
定
め
ま
す
。

　

就
業
規
則
お
よ
び
次
に
触
れ
る
労

使
協
定
の
記
載
例
は
、
厚
生
労
働
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
公
開
さ
れ
て

い
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

㈢
　
労
使
協
定
の
締
結

　

労
使
間
で
、
次
の
事
項
を
定
め
た

協
定
を
締
結
し
ま
す
。

①　

対
象
と
な
る
労
働
者
の
範
囲

　

労
使
で
十
分
話
し
合
い
、
対
象
と

な
る
労
働
者
の
範
囲
を
協
定
書
に
て

明
確
に
し
ま
す
。

　

全
従
業
員
、
各
人
ご
と
、
グ
ル
ー

プ
ご
と
な
ど
様
々
な
範
囲
を
設
定
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②　

清
算
期
間
（
改
正
）

　

労
働
者
が
労
働
す
べ
き
時
間
を
定

め
る
期
間
の
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
上
限
は
一
か
月
で
し

た
が
、
改
正
に
よ
り
上
限
は
三
か
月

と
さ
れ
ま
し
た
。

　

清
算
期
間
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
そ
の
長
さ
に
加
え
て
、
清
算
期

間
の
起
算
日
を
定
め
ま
す
。

　

こ
の
改
正
に
よ
る
効
果
の
一
例
を

掲
げ
る
と
、
従
来
で
あ
れ
ば
、
次
の

「
③　

清
算
期
間
に
お
け
る
総
労
働

時
間
」
に
満
た
な
い
月
は
、
欠
勤
等

と
し
て
扱
わ
れ
賃
金
が
減
額
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
改
正
に
よ
り
三
か
月

内
で
労
働
時
間
を
調
整
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
労
働
時
間
の
総
枠
に
足
り

な
い
分
を
他
の
月
に
多
く
働
い
た
分

と
相
殺
し
、
欠
勤
控
除
を
回
避
す
る

こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

③　

清
算
期
間
に
お
け
る
総
労
働
時

間
（
清
算
期
間
に
お
け
る
所
定
労

働
時
間
）（
改
正
）

　

清
算
期
間
に
お
け
る
総
労
働
時
間

と
は
、
労
働
者
が
清
算
期
間
に
お
い

て
労
働
す
べ
き
時
間
と
し
て
定
め
ら

れ
た
時
間
を
い
い
ま
す
。

　

清
算
期
間
に
お
け
る
総
労
働
時
間

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
算

式
で
求
め
た
法
定
労
働
時
間
の
総
枠

の
範
囲
内
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

［
一
週
間
の
法
定
労
働
時
間
（
四
〇
時

間
）
×
清
算
期
間
の
暦
日
数
／
七
日
］

　

算
出
例
を
掲
げ
る
と
、
暦
日
数
三

十
日
の
月
は
一
七
一
・
四
時
間
、
上

限
三
か
月
の
制
度
を
導
入
し
、
こ
の

三
か
月
の
暦
日
数
が
九
十
一
日
の
場

合
は
、五
二
〇
・
〇
時
間
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
総
枠
の
範
囲
を
超
え
る
と
き

は
割
増
賃
金
の
支
払
い
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
改
正
に
よ
り
清
算
期
間
が

一
か
月
を
超
え
る
制
度
を
導
入
す
る

と
き
は
、「
一
か
月
ご
と
の
労
働
時

間
が
、
週
平
均
五
〇
時
間
を
超
え
な

い
こ
と
」も
要
件
と
し
て
加
え
ら
れ
、

超
え
た
時
間
に
つ
い
て
は
割
増
賃
金

の
支
払
い
を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
「
週
平
均
五
〇
時
間
超
」
と
な
る
時

間
数
は
次
の
算
式
に
よ
り
求
め
ま
す
。

［
五
〇
時
間
×
各
月
の
暦
日
数
／
七

日
］

　

算
出
例
を
掲
げ
る
と
、
暦
日
数
三

十
日
の
月
は
二
一
四
・
二
時
間
、
暦

日
数
三
十
一
日
の
月
は
二
二
一
・
四

時
間
と
な
り
ま
す
。

※
割
増
賃
金
算
出
の
手
順

　
「
三
か
月
」
を
清
算
期
間
と
す
る

制
度
を
導
入
し
た
と
き
は
、

〈
手
順
一
〉　

各
月
ご
と
に
、
週
平
均

五
〇
時
間
を
超
え
た
時
間
を
算
出

し
、
そ
の
時
間
に
対
す
る
割
増
賃

金
を
支
払
い
ま
す
。

〈
手
順
二
〉　

清
算
期
間
終
了
後
に
、

法
定
労
働
時
間
の
総
枠（
例
え
ば
、

三
か
月
の
歴
日
数
が
九
十
一
日
の

場
合
は
、
五
二
〇
・
〇
時
間
）
を

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

の
改
正
（
労
働
基
準
法
）
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超
え
て
労
働
し
た
時
間
を
時
間
外

労
働
と
し
て
算
出
し
割
増
賃
金
を

支
払
い
ま
す
。
た
だ
し
、
手
順
一

で
既
に
時
間
外
労
働
の
対
象
と
し

て
割
増
賃
金
を
支
払
っ
た
時
間
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
分
を
除
い
て

割
増
賃
金
額
を
計
算
し
ま
す
。

④　

標
準
と
な
る
一
日
の
労
働
時
間

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
対
象

労
働
者
が
、
年
次
有
給
休
暇
を
取

得
し
た
と
き
に
何
時
間
労
働
し
た

も
の
と
し
て
扱
う
か
を
「
標
準
と

な
る
一
日
の
労
働
時
間
」
と
し
て

あ
ら
か
じ
め
定
め
ま
す
。

　

清
算
期
間
に
お
け
る
総
労
働
時

間
を
、
期
間
中
の
所
定
労
働
日
数

で
割
っ
た
時
間
を
基
準
と
し
て
定

め
ま
す
。

⑤　

コ
ア
タ
イ
ム
（
任
意
）

　

コ
ア
タ
イ
ム
は
、
一
日
の
う
ち

で
必
ず
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
間
帯
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
す
。

　

必
ず
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
設
け

る
場
合
に
は
、
そ
の
時
間
帯
の
開

始
・
終
了
の
時
刻
を
協
定
で
定
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
会
議
や
顧
客
か
ら
の

問
い
合
わ
せ
対
応
そ
の
他
の
業
務

に
よ
り
、「
午
前
十
時
か
ら
午
後

三
時
の
間
は
勤
務
し
て
も
ら
う
必

要
が
あ
る
」
よ
う
な
と
き
に
は
コ

ア
タ
イ
ム
を
定
め
ま
す
。

　

コ
ア
タ
イ
ム
の
時
間
帯
は
、
労

使
協
定
で
自
由
に
定
め
る
こ
と
が

で
き
、
例
え
ば
、
コ
ア
タ
イ
ム
を

設
け
る
日
と
設
け
な
い
日
が
あ
る
、

日
に
よ
っ
て
時
間
帯
が
異
な
る
と

い
っ
た
運
用
も
可
能
で
す
。

⑥　

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム（
任
意
）

　

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
は
、
労

働
者
が
自
ら
の
選
択
に
よ
っ
て
労

働
時
間
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯
の
こ
と
で
す
。

　

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
も
必
ず

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
設
け
る
場
合

に
は
、
そ
の
時
間
帯
の
開
始
・
終

了
の
時
刻
を
協
定
で
定
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
出
勤
・
始
業
は
午

前
七
時
か
ら
午
前
十
時
の
間
と

し
、
終
業
・
退
勤
は
午
後
三
時
か

ら
午
後
八
時
ま
で
の
間
に
し
て
も

ら
い
た
い
」
と
い
っ
た
運
用
を
す

る
と
き
に
は
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ

イ
ム
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
帯

を
定
め
ま
す
。

※　

コ
ア
タ
イ
ム
と
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

タ
イ
ム
の
長
さ
に
は
法
令
上
の
制

限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
コ
ア
タ
イ

ム
の
時
間
が
一
日
の
労
働
時
間
と

ほ
ぼ
同
程
度
に
な
る
よ
う
な
場
合

や
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
の
時

間
帯
が
極
端
に
短
い
場
合
な
ど
、

労
働
者
が
始
業
・
終
業
時
刻
を
自

由
に
決
定
す
る
と
い
う
趣
旨
に
反

す
る
場
合
に
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
制
と
は
い
え
な
く
な
る
た
め

注
意
が
必
要
」（
厚
生
労
働
省
）

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

㈣
　
労
使
協
定
の
届
出
（
改
正
）

　

従
来
は
労
使
協
定
を
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
に
届
け
出
る
こ
と
ま
で
は

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
年
四
月
以
降
は
、
清
算
期
間
の

長
さ
に
よ
っ
て
届
出
の
要
・
不
要
が

異
な
り
ま
す
。

①　

清
算
期
間
が
一
か
月
以
内
の
と

き
…
届
出
不
要
（
従
来
ど
お
り
）

②　

清
算
期
間
が
一
か
月
を
超
え
る

労
使
協
定
を
締
結
す
る
と
き
…
届

出
が
必
要
。
届
出
違
反
に
対
し
て

は
罰
則
（
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
）

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

届
出
の
際
は
、
所
定
の
労
使
協
定

届
（
様
式
第
三
号
の
三
）
に
、
社
内

で
締
結
し
た
労
使
協
定
の
写
し
を
添

付
し
て
届
け
出
を
し
ま
す
。

　

労
使
協
定
届
の
所
定
様
式
は
、
厚

生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

二
　
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
と
の

関
連

　

今
年
四
月
（
中
小
企
業
は
来
年
四

月
）
よ
り
、
時
間
外
労
働
の
上
限
規

制
※
も
始
ま
り
ま
す
。

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
す

る
企
業
も
、
こ
の
上
限
規
制
は
適
用

さ
れ
る
た
め
、
一
の
㈢
③
（
清
算
期

間
に
お
け
る
総
労
働
時
間
）
で
算
出

し
た
法
定
労
働
時
間
の
総
枠
を
超
え

る
時
間
数
は
、
時
間
外
労
働
の
上
限

規
制
の
範
囲
内
と
な
る
よ
う
運
用
上

は
留
意
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

※　

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

①　

原
則
は
、
月
四
五
時
間
以
内
・

年
三
六
〇
時
間
以
内
と
し
ま
す
。

②　

臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
は
、
年
六
回
・
年
七
二
〇
時

間
の
範
囲
内
で
①
の
時
間
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

時
間
外
・
休
日
労
働
の
合
計
が
単

月
一
〇
〇
時
間
未
満
、
二
～
六
か

月
の
一
月
あ
た
り
の
平
均
八
〇
時

間
以
内
と
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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　障害年金は、病気やケガによって生活や
仕事などが制限されるようになった場合に
受け取ることができるもので、加入制度に
応じ「障害基礎年金（国民年金）」、「障害厚
生年金（厚生年金保険）」等が支給されます。
　支給要件には、次のものがあります（概
略を記載しています）。
①　制度加入中に傷病の初診日（初めて医
師または歯科医師の診療を受けた日）が
ある。
※　国民年金の場合は、20歳前や60歳
以上65歳未満（年金制度に加入して
いない期間）で、国内居住中に初診日
があるときを含む。

②　一定の障害の状態にある。
　　状態に応じ、国民年金は１級または２
級、厚生年金保険は１級・２級・３級に
区分。

③　保険料納付要件を満たす。
　　加入期間のうち３分の２以上を納付ま
たは直近１年間に未納期間がないなど。
　上記要件のうち、①については、過去の
初診日を明らかにする書類を揃えることが
困難なことがあるため、今年２月より請求
者の負担軽減を図る取り扱いがなされまし
た。
　対象となるのは、「20歳前に初診日があ
る障害基礎年金」の請求のケースです。
　初診日を明らかにする書類を添えること
ができない場合は、次のいずれも満たすと
きに、20歳前の期間で請求者が申し立て
た初診日を認めることができることとする
ものです。
①　２番目以降に受診した医療機関の受診
した事実を証明する資料に記載された当
該医療機関の受診日から、障害認定日が
20歳以前であることを確認できること。
②　その受診日前に厚生年金保険等の加入
期間がないこと。

障害年金の取扱いの一部改正
（社会保険）

　外国人労働者を雇用する事業主には、そ
の雇入れ及び離職の際に、氏名、在留資格、
在留期間などの一定事項について、ハロー
ワークへ届け出ることが義務づけられてい
ます。
　届出方法は、雇用保険の被保険者となる
か否かによって、使用する様式や届出先と
なるハローワーク、提出期限が異なります。
①　被保険者となる要件を満たす場合
　　雇用保険の「被保険者資格取得」、「被
保険者資格喪失届」に記載欄があり、雇
用保険の手続きと併せて行います。
②　被保険者とならない場合
　　外国人雇用状況届出書（様式第３号）を、
外国人が勤務する事業所施設の住所を管
轄するハローワークに届け出ます。
　様式は、ハローワークの窓口にて入手
または厚生労働省のホームページからダ
ウンロードをすることができます。
　届出期限は雇入れ・退職の翌月末日ま
でです。

外国人労働者の雇入れ・離職時の届出　
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